
四万十市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱 

 

平成26年３月31日 

告示第20号 

改正 平成27年３月25日告示第22の２号 

改正 平成28年７月28日告示第66号 

改正 平成29年９月20日告示第68号 

改正 令和５年３月31日告示第36号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、四万十市補助金等交付規則（平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」と

いう。）第21条の規定に基づき、四万十市産業振興推進総合支援事業費補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助目的） 

第２条 市は、四万十市産業振興計画（以下「産業振興計画」という。）を効果的に実行するため、

新たな商品・サービスの企画・開発、販路拡大の取組、観光産業の振興に資する取組等を総合的

に支援することを目的として、第４条に規定する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

る。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいずれかに

該当する事業とする。 

(1) 産業振興計画のアクションプランに位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取

組であって、本市の産業振興に資すると認められ、雇用の創出や所得の向上など、地域への経

済波及効果が高い取組として、下記の段階に応じて市長が適当と認めた事業（以下「市単独の

補助事業」という。） 

ただし、既存の取組みを単に継続するだけの事業及び市の他の制度により補助金等を受けてい

る事業は除くものとする。 

ア 調査・研究段階 

イ 事業化・推進段階 

(2) 産業振興計画のアクションプランに位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取

組であって、国の補助事業若しくは国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業又は

県の補助事業を活用して実施する事業（以下「国等の補助事業」という。）のうち、前条に規

定する補助目的に合致するものとして、市長が適当と認めた事業 

 

（補助対象となる事業者） 

第４条 この補助金の交付の対象となる事業者は、市内に本拠地を置く次の各号いずれかに該当す

る事業者とする。ただし、宗教、政治を目的とする事業者又は設立趣旨、活動内容等から補助の

対象として不適当と認められる事業者は、この限りではない。 

(1) 商工会議所、商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法

人、第三セクター（資本金等の額の２分の１以上を公共的団体が出資している法人をいう。）、

特定非営利活動法人又は観光協会等一定の地域を範囲として公の目的で活動している団体  

(2) 中小企業者（個人事業者を含む。）又は中小企業団体等 

(3) 共同体、協議会、グループ等の任意団体 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、別表１に定めるとおりとする。ただし、地方創生推進交付金制度要綱（平

成28年４月20日府地事第16号通知）の規定に基づく交付金（以下「地方創生推進交付金」という。）

を活用して行う市単独の補助事業については、補助対象事業の実施に必要不可欠な経費として市

長が必要と認め、地方創生推進交付金の交付決定を受けた経費とする。 



 

（補助率等） 

第６条 補助率、補助限度額及び補助対象期間については、別表２のとおりとする。ただし、地方

創生推進交付金を活用して行う市単独の補助事業の補助限度額及び補助対象期間については、別

表３のとおりとする。 

２ 算出された補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 

 

（補助事業の採択等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、事業採択申請書（様

式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、別に定める四万十市産業振興推進プ

ロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）の審査を踏まえて補助事業の採択又

は不採択を決定するものとし、その結果について、事業採択（不採択）通知書（様式第２号）に

より申請者に通知するものとする。ただし、補助金額が100万円以下の補助事業については、プ

ロジェクトチームの審査を省略できるものとする。 

３ 市長は、補助事業の採択にあたり必要があると認めるときは、前項の通知に必要な条件を付す

ことができるものとする。 

４ 申請者は、事業を複数年にまたがって実施する場合であっても、単年度ごとに第１項に規定す

る申請書を市長に提出し、第２項に規定する補助事業の採択を得なければならない。 

５ 第３条第１項第２号の事業で、別表２の(2)のアの事業については、市の審査手続きを省略し

ても支障がないと認められる場合に限り、国等の補助事業の採択等を証明する写しを添付するこ

とで、第１項の規定に関わらず、申請者は直ちに次条第１項の補助金交付申請書の提出ができる

ものとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第８条 前条第２項の規定により採択の決定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとすると

きは、補助事業ごとに補助金交付申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（補助対

象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の

25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならな

い。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、こ

の限りではない。 

 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めたときは、当該申請者が四万十

市の事業等における暴力団の排除に関する規則（平成24年四万十市規則第７号）第２条第２項第

５号に規定する排除措置対象者（以下「排除措置対象者」という。）と認められるときを除き、

補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を補助金交付決定通知書（様式第４号）により

当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の通知に必要な

条件を付することができるものとする。 

 

（補助事業の着手） 

第10条 補助事業の着手は、原則として第９条の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わ

なければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めて、市長が補助金交付決定前着手届

（様式第５号）を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。 

 

（補助事業の重要な変更） 

第11条 第９条第１項の補助金交付決定通知書を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、

補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ



補助事業変更申請書（様式第６号）を市長に提出して、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助事業の中止又は廃止 

(2) 補助金額の増額又は20％を超える減額 

(3) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となっ

たときは、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったときは、補助金交付変

更通知書（様式第７号）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（遂行状況の報告等） 

第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報

告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。 

 

（実績報告等） 

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日以内

又は補助事業の実施年度の３月31日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書（様式第８

号）を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨

を報告し、その指示を受けなければならない。 

２ 第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第１項に定め

る補助事業実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかにな

った場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第１項に定め

る補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費

税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額（前項の規定により減額した補助事業者において、

その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額）を消費税仕入控除税額等報告書（様

式第９号）により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなけ

ればならない。 

４ 市長は、第１項の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、

補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第10号）により当該補助事業

者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第14条 補助金は、前条第４項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとす

る。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前に

その全部又は一部を概算払いすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様

式第11号）を市長に提出しなければならない。 

 

（財産の処分の制限等） 

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第２条に規定する補助目的に

沿って、効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、規則第19条第１項の規定により処分を制限される補助の対象となったもののう

ち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等（次項

において「施設財産等」という。）について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、

この限りでない。 

３ 市長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金

額を市に納付すべきことを命ずることができる。 



 

（関係書類の整備） 

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、か

つ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保

管しなければならない。 

 

（グリーン購入） 

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、四万十市が定める「四

万十市グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。 

 

（その他） 

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成25年度において、四万十市農商工等連携プロジェクト推進支援事業費補助金交付要綱（平

成22年四万十市告示第30号）の規定による補助対象事業として採択され、引き続き平成26年度以

降においても同要綱における補助対象期間であったものについては、第３条第１項第１号ただし

書きの規定は適用しない。 

（四万十市農商工等連携プロジェクト推進支援事業費補助金交付要綱の廃止） 

３ 四万十市農商工等連携プロジェクト推進支援事業費補助金交付要綱は、廃止する。 

 

附 則（平成27年３月25日告示第22の２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成28年７月28日告示第66号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の四万十市産業振興推進総合支援事業費補助金交付

要綱の規定は、平成28年７月１日から適用する。 

 

附 則（平成29年９月20日告示第68号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月31日告示第36号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 



別表１（第５条関係） 

事業区分 事業内容 補助対象経費 

(1)市単独の 

補助事業 

ア 調査・ 

研究段階 

・視察研修 

・市場・販路調査 

・アドバイザー招致 

・その他市長が必要と 

認めるもの 

補助対象経費は、下記の区分のとおりとし、補助対象事業の実施に必要不可欠な経費と

して市長が必要と認めたものとする。 

※汎用性の高い備品、消耗品等で本事業のために専用で使用することが明らかでないもの

（ＰＣ、自動車、オートバイ等）は補助対象外とする。 

経費区分 内  容 

共済費 社会保険料 

報償費 講師、コーディネーター、アドバイザー等謝金 

賃金 臨時職員等の賃金 

旅費 職員等旅費、講師、コーディネーター、アドバイザー等への費用弁償 

需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、資料購入費 

役務費 通信運搬費、原稿料、損害保険料、特許等の取得に係る費用 

委託料 事業費の一部を委託する経費 

使用料及び賃借料 会場使用料、賃貸、リース、レンタルに係る費用 

工事請負費 施設・設備等整備に係る工事請負費 

原材料費 試作・開発等に係る原材料費 

備品購入費 対象事業に継続して使用する備品の購入費 

イ 事業化・ 

推進段階 

・商品・サービスの開

発・改良 

・販路開拓・販売促進 

・観光交流促進 

・施設・設備等整備 

・その他市長が必要と 

 認めるもの 

(2)国等の補助事業 ・上記に準ずるもの 補助を受けようとする国等の補助事業の補助金交付要綱等で規定する補助対象経費 

 



 別表２（第６条関係） 

事業区分 補助率 補助限度額 補助対象期間 

(1)市単独の

補助事業 

ア 調査・研究段階 

10/10 以内 

ただし、市長が事業の内容等により事

業実施主体の負担が適当と認める場合

は、この限りではない。 

１事業につき単年度の補助限度額は

50 万円とする。 

１事業につき単年度とする。 

ただし、市長が事業の性質上複数

年の実施が必要と認める場合は、

２年間以内とすることができる。 

イ 事業化・推進段

階 

2/3以内 ①ソフト事業 

１事業につき単年度の補助限度額は

100万円とする。 

 

②ハード事業（※１）を伴う場合 

１事業につき単年度の補助限度額は

350万円とする。 

１事業につき単年度とする。 

ただし、市長が事業の性質上複数

年の実施が必要と認める場合は、

３年間以内とすることができる。 

(2)国等の補

助事業 

ア 国等の補助事業 

2/3以内 

ただし、補助対象経費のうち、国等の

補助金を原資とする補助額を除く、市の

継ぎ足し補助による補助率は 1/6以内と

する。 

国等の補助金を原資とする補助につ

いては、当該国等の補助事業にかかる

既定の補助限度額の範囲内とする。市

の継ぎ足し補助に係る補助限度額は

次のとおりとする。 

 

①ソフト事業 

１事業につき単年度の補助限度額は

100万円とする。 

 

②ハード事業（※１）を伴う場合 

１事業につき単年度の補助限度額は

500万円とする。 

国等の補助事業の補助対象期間と

する。 

イ 国等の補助事業

（ 補助 率 :1/2

以内）に県産振

総合支援事業の

継ぎ足し補助が

ある場合（※２） 

5/6以内 

ただし、補助対象経費のうち、国等の

補助金を原資とする補助額を除く、市の

継ぎ足し補助による補助率は 1/6以内と

する。 

※１ 「ハード事業」とは、商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等を整備するもの又は観光交流を促進するために必要な施設、設備

等を整備するものをいう。 

※２ 地域アクションプラン等、高知県産業振興計画に位置づけられた事業として、高知県産業振興推進総合支援事業の採択を受けたもので、特に地域への

経済波及効果が高いと市長が認めたもの。 



別表３（第６条関係） 

事業区分 補助率 補助限度額等 補助対象期間 

地方創生推進交付金を活用して行う市

単独の補助事業 

2/3以内 認定地域再生計画に基づく地方創

生推進交付金実施計画に交付対象

事業として位置づけられた経費で

あって、各年度における国から交

付決定を受けた推進交付金対象事

業額の範囲内とする。 

認定地域再生計画に基づく地方創

生推進交付金実施計画に交付対象

事業実施期間として位置づけられ

た期間とする。 

 


